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島根県建設産業団体連合会長 様 
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（公 印 省 略）  

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等の対応について(送付) 

 このことについて、別添のとおり通知しましたので、参考送付します。 
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等の対応について(通知) 

 このことについて、県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、工事または測
量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）において、受注者が行う新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用の計上について、下記のとおり定めますので、
適切に実施してください。 

記 
１．適用対象工事等 
   島根県農林水産部及び土木部所管（建築住宅課は除く）の工事等において、 

(1) 通知日以降に契約する工事等（以下、「新規工事等」という） 
(2) 通知日より前に契約し、通知日を含めた残工期が 20日以上ある工事等 
（以下、「既契約工事等」 という） 

２．設計変更の対象 
個別の工事等の現場において、受注者が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策のうち、協議により発注者が必要と認めたもの。（別紙－１「新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止に係る設計変更の手順」参照） 

３．設計変更の対象とする費用の例 
＜共通仮設費＞ 
◆ 労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 
◆ 現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 
※ いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象
外とする。 

＜現場管理費＞ 
◆ 現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用 
◆ 現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 
◆ 遠隔臨場やテレビ会議等のための機材（リース料とする）・通信費 
※ いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。 
※ マスク等の消耗品を除く機材の購入は、受注者財産となるため、厳に注意すること。 

なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策につ
いては、設計変更の対象となる場合があるので、発注者と協議を行うこと。

写



別紙－１ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更の手順 

１．新規工事等の費用計上方法

(1) 発注にあたり、発注者は、施工条件書、業務条件書に以下の事項を明示する。 
【施工条件書、業務条件書の記載例】 
 令和３年７月 日付け技第  号「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に
係る設計変更等の対応ついて（通知）」に基づき、追加で費用を要する新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合、実施内容について発注者と協
議を行い、必要と認められる場合、その旨を記載した施工計画書（業務計画書）を
提出すること。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に必要と認め
られる場合、設計変更の対象とする。 

(2) 受注者から感染拡大防止対策の実施内容と概算金額を記載した協議書を提出する。 
(3) 発注者は、個別の現場に係る感染症防止対策のために必要と認められる場合、そ
の対策を承諾する。受注者は、承諾を受けた対策について、施工計画書または業務
計画書に実施内容を記載し提出する。 

(4) 受注者は実施内容を確実に遂行すると共に、実施状況を写真撮影等で記録する。 
(5) 受注者は工期等の 14 日前までに、実績が確認できる証拠書類（実施状況写真、見
積書、領収書等）を提出する。（写しも可） 

(6) 発注者は、受注者が実施内容を確実に行ったと認められる場合、精算時に設計変
更を行い、請負代金額又は業務委託料の変更を行う。 

２．既契約工事等の費用計上方法

   既契約工事等においては、発注者から参考－１により指示し、その後の対応は「１．
設計変更の手順 (2)～(6)」により対応する。 

３．その他

   感染拡大防止対策の実施内容の具体例を参考－２に示すので、参考とすること。 
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